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1 R5.9.3 R5.11.1

・教育データ利活用検討委員会要綱の策定及び委員の就任について（依頼）
・令和４年度第１回教育データ利活用検討委員会の開催について（通知）
・「教育データ利活用検討委員会（第１回）」に係る資料一式
・第２回教育データ利活用検討委員会の開催について（通知）
・「教育データ利活用検討委員会（第２回）」に係る資料一式
・教育データ利活用検討委員会設置要綱別紙の改正について
・教育データ利活用検討委員会（第3回）の開催について
・「教育データ利活用検討委員会（第3回）」に係る資料一式（外部委員作成資料を除く。）
・教育データ利活用検討委員会（第4回）の開催について
・「教育データ利活用検討委員会（第4回）」に係る資料一式
・「東京都教育ダッシュボードにおける教育データ取扱い方針の記述等について（照会）」及び個人情報保護委員
会からの回答文
・「東京都教育ダッシュボードにおける教育データ取扱い方針の制定について」

168 1
教育庁総務部
教育政策課

2 R5.9.3 R5.11.1 「教育データ利活用検討委員会（第3回）」における外部委員作成資料 1 1 1

・「教育データ利活用検討委員会（第3回）」（以下、「当該委員
会」）において外部委員が作成した資料は、外部委員が事業を営む
上での重要なノウハウが含まれており、開示請求により資料のみが
公表されることで、外部委員の競争上及び事業運営上の地位が損な
われると認められるため（東京都情報公開条例７条第３号）
・当該委員会において外部委員が作成した資料は、開示請求により
公にされることを前提とされたものではなく、公にすることによ
り、委員からの信頼を不当に損なうことと認められるものであり、
今後の事業運営上支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開
条例７条第６号）

教育庁総務部
教育政策課

3 R5.9.3 R5.11.1

・新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドラインの改訂について
・リバウンド警戒期間の延長及びゴールデンウイーク期間中の都立学校の対応について（依頼）
・リバウンド警戒期間の終了後の都立学校の対応について（依頼）
・「新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン（都立学校）～「学校の新しい日常」に定着
に向けて～」の改訂について（通知）
・ 卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え方について
・ 新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について
・「新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン（都立学校）」の改定について（通知）
・ 学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知）
・ ５類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について（通知）

217 1 1
【公にされていない内線番号】
・当該情報は、公にすることにより業務に関係のない連絡が来るな
ど、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁総務部
総務課

4 R5.9.3 R5.11.1

・「新型コロナウイルス感染症の疑いが発生した場合の対応マニュアル」の廃止について(通知)【５教学健第93
号】
・新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行後の都立学校における臨時休業・出席停止等の措置について
（通知）【５教学健第115号】

100 1 1
公にされていないメールアドレスは、公にすることにより業務に関
係のない連絡が来るなど、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすお
それがあるため

教育庁都立学
校教育部学校
健康推進課

5 R5.9.3 R5.11.2
・新型コロナウイルス感染症の東京都教育委員会への報告様式の変更について（通知）
・新型コロナウイルス感染症の感染者報告について（通知）

18 1 1

【メールアドレス及び文部科学省回答フォームＵＲＬ】
・当該情報は公にされていないものであり、公にすることにより、
業務と関連のないメールや回答が送信される等、事務事業の適正な
遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁地域教
育支援部義務
教育課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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6 R5.9.4 R5.11.2

・ 基本協定その１（●●●●）
・ 基本協定その１（●●●●）
・ 基本協定その２（●●●●）
・ 令和元年度実施協定
・ 令和２年度実施協定（令和２年４月１日付）
・ 令和２年度実施協定（令和２年10月20日付）
・ 令和３年度実施協定
・ 令和４年度実施協定

152 1 1 1 1 1

【事業者の印影及びサイン】
・当該情報は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすお
それがあるため（東京都情報公開条例第７条第４号）
【難易度調整に関する記述】
・当該情報は、問題の作成過程に関する情報であって、公にするこ
とにより、公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７
条第６号）
【採点基準・採点方法に関する記述】
・当該情報は、試験の制度設計に関する情報であって、公にするこ
とにより、公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７
条第６号）
・当該情報は、事業者の事業活動を行う上でのノウハウ及び内部管
理に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上
又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められ
るため（東京都情報公開条例第７条第３号）
【事業者の社員名】
・事業者の社員名は、特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる
こととなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできな
いが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれが
あるものであるため（東京都情報公開条例第７条第２号）

教育庁グロー
バル人材育成
部国際教育企
画課

7 R5.10.24 R5.11.7
令和５年３月２４日に文部科学省から通知のあった「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律の一
部の施行」について、通知に基づき各区市町村教育委員会宛てに送信したメール

50 1 1

【選考担当の内線電話番号、メールアドレス、文部科学省担当の内
線電話番号】
・公にすることにより、業務と関連のない電話、メールや回答が送
信される等、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた
め

教育庁人事部
選考課

8 R5.10.24 R5.11.7

・Ｒ2_利用廃止資料リスト（亡失・中央）
・Ｒ2_利用廃止資料リスト（亡失・多摩）
・Ｒ2_利用廃止資料リスト（汚破損・多摩）
・Ｒ3_利用廃止資料リスト （亡失・中央・多摩）
・Ｒ3_利用廃止資料リスト（汚破損・中央）
・Ｒ3_利用廃止資料リスト（汚破損・多摩）
・Ｒ4_利用廃止資料リスト（亡失・汚破損・中央）

13 1
東京都立中央
図書館

9 R5.10.26 R5.11.9
教職員相談窓口には匿名ということだが、やりとりの中で相談者の職・氏名等個人情報が分かってしまった時、そ
れを校長等に伝えないと明記したものを開示下さい。

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁人事部
勤労課

10 R5.10.26 R5.11.9 教育ニュース１０月２４日 1 1
教育庁総務部
広報統計課

11 R5.10.28 R5.11.10 資金前渡精算内訳書（4大桜台高第1060号　資金前渡） 1 1
都立大田桜台
高等学校

12 R5.10.28 R5.11.10 納品書（4東支セ管契第913号） 1 1 1
事業者の印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼす
おそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第４号）

都立大田桜台
高等学校

13 R5.10.28 R5.11.10 契約関係書類一式（令和２年度） 1
当該公文書は、令和２年に作成された１年保存の公文書であるた
め、令和４年に廃棄済みであり、現在は存在しない。

東京都教職員
研修センター

14 R5.10.30 R5.11.10
都立大田桜台高等学校が生徒指導の中でヘアファンデーションを使用したことがわかる文書
（日付のみがわかればよい。生徒の個人情報は請求対象外）

1
ヘアファンデーションについて、生徒指導の中で使用したことが記
録された文書は作成しておらず、存在しないため

都立大田桜台
高等学校
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15 R5.10.11 R5.11.15 令和５年３月３０日付４文科教第1961号「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針の決定について（通知）」 10 1
教育庁指導部
管理課

16 R5.10.11 R5.11.15 事故連絡一覧（性被害） 11 1 1

【受信日時、区分、学校名、電話番号、発信者、発生日時、発生場
所、当事者名、発生状況、指導対応】
・個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる
こととなるものを含む。）である又は特定の個人を識別することは
できないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するお
それがあるもの。（東京都情報公開条例第７条第２号）

教育庁指導部
管理課

17 R5.11.3 R5.11.16

令和５年３月２３日付けの中学校等別評定割合（個表）
－都内公立中学校第３学年及び義務教育学校第９学年の令和４年１２月３１日現在の評定（調査書記載の評定）状
況－　調査対象６２２校（中等教育学校、義務教育学校を含む。）のうち調査対象人員が４０人以下の学校等を除
いた５７５校

15 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

18 R5.11.3 R5.11.16
令和６年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱の記述に基づいて調査書点を求める際の具体的な方法についての
文書

1 1
都立高等学校入学者選抜における選抜事務に関する情報であり、開
示することにより、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
あるため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

19 R5.10.11 R5.11.17
組織図（東京都／都教委）

東京都のホームページにおいて閲覧可能な情報であり、これらは東
京都情報公開条例第１８条第２項「インターネットの利用その他実
施機関の定める方法により公表若しくは提供を行っている情報と同
一の情報が記載された公文書については、当該公文書の開示をしな
いものとする。」に該当するため

教育庁総務部
総務課

20 R5.9.28 R5.11.24

・都教委（指導部・都立学校教育部はもとより、支援セ・研修セ・多摩事務等も含む）が、●●及び△△を、主権
者教育・政治教育・キャリア教育等の授業（文化祭・進路講演会等の学校行事を含む全教育課程）において、連
携・招待したり、助言を得たりする等、接触したことが分かる文書（指導案や配布資料【訂正２か所目　→「、
ワークシート等。」を加筆します。お詫びし訂正します。】、金銭を伴う場合は、請求書・領収書等を含む）。ま
た、ＮＨＫ等のメディアの取材を受けた記録等。
・都教委（指導部・都立学校教育部はもとより、支援せ・研修セ・多摩事務等も含む）や都立高校等が、「自民党
や自衛隊に偏っている●●及び△△」と接触することについて、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又
はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と規定した教育基本法第14条２項（学校教
育の政治的中立性保持）に抵触する問題を、協議したり検討したりした文書

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁総務部
総務課

21 R5.11.11 R5.11.24
●●が，今年度をもってESAT-J事業から撤退するにあたり、昨年度と今年度の受験生から●●が収集した個人情報
の扱いについて、どのような変更が生じたのかが明らかになる文書、および、電磁的記録のすべて

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため

教育庁グロー
バル人材育成
部国際教育企
画課

22 R5.11.16 R5.11.24
都立足立特別支援学校外２校土地利用履歴調査委託
第１回見積経過調書

1 1
教育庁総務部
契約管財課

23 R5.9.28 R5.11.27

「港区立中学校のシンガポール修学旅行について、都教委と港区教委と文科省の３者間で、やり取りした全文書
（但し、ホテルの図面や飛行機の手配やイデオロギーに関係ない仕様書などは対象外とする）」。国旗・国歌と
“国を守る心情、態度”（の指導）に関するもの。と領収書など、金額に関するもの及び現地生徒との交流や授業
のものは全て開示すること。

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課

24 R5.9.28 R5.11.27

・主権者教育関連事業業務委託（令和５年度）　請書、実施要項
・主権者教育関連事業業務委託（令和４年度）　請書、実施要項、請求書
・主権者教育関連事業業務委託（令和３年度）　請書、実施要項、請求書
・主権者教育関連事業業務委託（令和２年度）　請書、実施要項、授業案、請求書
・主権者教育関連事業業務委託（平成３１年度）　請書、実施要項、請求書

47 1 1 1 1

【事業者の印影】
・事業者の印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼ
すおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第４号）
【事業者の口座情報】
・当該情報は、公にすることにより、関係のない金額が振り込まれ
るなど、事業実施に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公
開条例第７条第３号）

都立高島高等
学校
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25 R5.9.28 R5.11.27
主権者教育関連事業業務委託（令和５年度、令和４年度、令和３年度、令和２年度、平成３１年度）における、事
業者が作成した資料

1 1 1 1

・当該情報は、公にすると、著作権法第１８条１項に規定する著作
権者の公表権を侵害することになるため（東京都情報公開条例第７
条第１号）
・当該情報は、事業者の事業活動上のノウハウに関する情報であっ
て、公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地
位その他社会的な地位が損なわれると認められるため（東京都情報
公開条例第７条第３号）
・当該情報は、著作権法上の「著作物」になり得るため、著作権者
である事業者の許諾なく公にすることは、著作権者の権利利益を不
当に侵害し東京都教育委員会に対する信頼を損ね、今後の事業運営
に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第７条第６
号）

都立高島高等
学校

26 R5.9.28 R5.11.27
・令和４年度進路講演会　概要資料
・令和４年度主権者教育　講師の委嘱について
・令和４年度主権者教育　支払額調書

3 1
都立東久留米
総合高等学校

27 R5.9.28 R5.11.27 指導案や配布資料、ワークシート等 1 当該請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
都立東久留米
総合高等学校

28 R5.9.28 R5.11.27

・「令和６年度東京都立高等学校入学者選抜に関する実施要綱・同細目の制定について」起案文書
・「令和５年度東京都立高等学校入学者選抜に関する実施要綱・同細目の制定について」起案文書
・「令和６年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会報告書の作成及び公表について」起案文書
・令和６年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会配布資料・議事録

1101 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

29 R5.9.28 R5.11.27 最新過去３年間の次世代リーダー育成道場の高校別参加者数一覧 17 1
東京都教職員
研修センター


